
定義や用語が分かりづらい例 

 

□ 整備基準の構成が分かりづらい例 

敷地内通路、傾斜路の基準について、有効幅員や勾配など、重複している部分

がある。 

→ 重複している部分については、一番厳しい基準を適用することとなるが、事

業者には何が適用されるのか分かりづらい 

 

□ 整備基準の文章が分かりづらい例 

＜別表２の１の 15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備＞ 

建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内のエレベーター等又はみ

んなのトイレの配置を点字及び文字等の浮き彫り、音声等（条例第４章の規定の

適用を受ける特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成 18 年法律第 91 号）第２条第 17 項に規定する特別特定建築物及び

条例第 29 条各号に掲げる同法第２条第 16 号に規定する特定建築物をいう。）以

外の公共的施設にあっては、点字）により視覚障害者に示すための設備を設ける

こと。 

→ 意味が伝わっておらず、事業者からの問合せが多い 

＜参考＞ 

バリアフリー法では告示により、「文字等の浮き彫り」「音による案内」「点

字及び前二号に類するもの」と列挙されている 

 

□ 法律との違いにより分かりづらい例 

■施設の用途 

条例 法律 

施行規則別表第１により用途区分を

定めている。用途の判断について

は、特定行政庁が決定している。 

政令５条により特別特定建築物を定

めている。用途の判断については、

建築基準法に基づく判断を基本とし

ている。 

→ ・事業者はそれぞれ別々に確認する必要があり、煩雑となっている 

・条例と法令で判断が異なることがある 

（例）助産所：条例では福祉施設、法律では病院又は診療所 
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■用途面積 

条例 法律 

棟単位で算定している 敷地単位で算定している 

→ 同一用途の複数棟が設置されたとき、法律では適合義務となるものの、条例

では事前協議対象外となることがある 

（例）運動施設 

 

 

 

 

・バリアフリー法の適合義務（1000 ㎡以上） 

→ 敷地単位で 1,600 ㎡となるため適合義務 

・条例の事前協議対象：1000 ㎡以上 

→ 棟単位でそれぞれ 800 ㎡となるため事前協議対象外 

 

■増築等時の用途面積 

条例 法律 

増築等面積にかかわらず、増築等後

の規模で算定している 

増築等の面積で算定している 

→ 法律に比べて条例の方が、事前協議の対象施設が大幅に多い 

 

■増築等時の整備箇所 

条例 法律 

・増築等の部分 

・当該増築等の部分に至る経路 

・増築等の部分 

・当該増築時の部分に至る経路 

・便所、駐車場 

・便所、駐車場に至る経路 

→ 法律よりも条例の方が、整備箇所が少ない 

 

800 ㎡ 800 ㎡ 

同一敷地 
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政令第379号

      

　内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第２条第六号、第九号、

第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書、第９条第１項及び第２項、第14条第１項、第19条、第

32条第５項、第39条第１項及び第３項、第53条第３項並びに附則第４条第３項の規定に基づき、この政令を制定す

る。

（特定旅客施設の要件）

第１条　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第２条第六号の政令で定め

る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一　当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数（当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該

旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み）が5,000人以上であること。

二　次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数（当該旅客施設が新たに

建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み）が前号の要件に該当す

る旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。

イ　当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府

令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人

口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要

件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。

ロ　当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府

令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人

口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要

件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。

三　前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用

の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化の

ための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

（特定道路）

第２条　法第２条第九号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和27年法律第180号）による道

路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指

定したものとする。

（特定公園施設）

第３条　法第２条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令又は条例の定める現状

変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第13条の都市公園移動等円滑化基準に

適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。）とする。

一  都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設（以

下この号において「屋根付広場等」という。）との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等（当該駐

車場を除く。）との間の経路を構成する園路及び広場

  二　屋根付広場

  三　休憩所

  四　野外劇場

  五　野外音楽堂

  六　駐車場

  七　便所

  八　水飲場　

  九　手洗場

  十　管理事務所

  十一　掲示板

  十二　標識

（特定建築物）

第４条　法第２条第十六号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和25年法律第201号）第３条

第１項に規定する建築物及び文化財保護法（昭和25年法律第214号）第143条第１項又は第２項の伝統的建造物群保

存地区内における同法第２条第１項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。）とする。

  一　学校

  二　病院又は診療所

  三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

  四　集会場又は公会堂

　五　展示場

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令７
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　六　卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

  七　ホテル又は旅館

  八　事務所

  九　共同住宅、寄宿舎又は下宿

  十　老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

  十一　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

  十二　体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

  十三　博物館、美術館又は図書館

  十四　公衆浴場

  十五　飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

  十六　郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店

　舗

  十七　自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

  十八　工場

  十九　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

  二十　自動車の停留又は駐車のための施設

  二十一　公衆便所

  二十二　公共用歩廊

（特別特定建築物）

第５条　法第２条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

  一　盲学校、聾学校又は養護学校

  二　病院又は診療所

  三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

  四　集会場又は公会堂

  五　展示場

  六　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

  七　ホテル又は旅館

  八　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

  九　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。）

  十　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

  十一  体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボ

　ーリング場又は遊技場

  十二　博物館、美術館又は図書館

  十三　公衆浴場

  十四　飲食店

  十五　郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店

　舗

  十六　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

  十七　自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。）

  十八　公衆便所

  十九　公共用歩廊

（建築物特定施設）

第６条　法第２条第十八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  一　出入口

  二　廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。）

  三　階段（その踊場を含む。以下同じ。）

  四　傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）

  五　エレベーターその他の昇降機

  六　便所

  七　ホテル又は旅館の客室

  八　敷地内の通路

  九　駐車場

  十　その他国土交通省令で定める施設

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物）

第７条　法第２条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の２第１項の規定により建築主事

を置く市町村の区域内のものは、同法第６条第１項第四号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又は用途

の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除

く。）以外の建築物とする。

２　法第２条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の３第１項の規定により建築主事を置

く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法（昭和22年法律第


